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１．事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名 

事業者の名称    ：吹田市 

代表者の氏名    ：吹田市長 後藤 圭二 

主たる事務所の所在地：大阪府吹田市泉町１丁目３番 40 号 
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２．事業者の環境に対する取組方針 

吹田市では、市民が安全で健康かつ快適な生活を営むことのできる良好な環境を確保することを

目的に、「吹田市環境基本条例」に基づき、「吹田市第２次環境基本計画」を平成 21 年（2009 年）

３月に策定した。その後、東日本大震災に伴う原子力発電所の事故の影響により、エネルギー需給

に対する意識の変化、平成 27 年（2015 年）９月の国連総会で採択された持続可能な開発目標

（Sustainable Development Goals:SDGs）、平成 30 年（2018 年）４月の第五次環境基本計画の閣

議決定など、環境行政を取り巻く状況が変化してきた。 

吹田市においては、転入超過による人口増加が続いており、市域の年間エネルギー消費量やごみ

の年間排出量の増加が見込まれることから、更なる環境施策の推進が求められる状況である。その

ような中、平成 31（2019 年）４月から市の 上位計画である「吹田市第４次総合計画」がスタート

し、だれもが安心してすこやかで快適に暮らし続けられるまちづくりを目指しているところである。 

このような環境を取り巻く状況の変化に対応するため、「吹田市第２次環境基本計画（改訂版）」

の方向性（枠組）を維持しながら、持続的な取組を強化するために、令和２年（2020 年）２月に「吹

田市第３次環境基本計画」を策定した。吹田市の計画やあらゆる部局で実施する施策などについて

は、環境分野において本計画との整合を図ることとなっている。 

「吹田市第３次環境基本計画」の基本理念は図 2.1.1 に示すとおりであり、「使い捨てなどのラ

イフスタイルを見直す」、「限りある資源を有効に使う」、「豊かな自然と共に生きる」の３つの

視点が持続可能な社会を目指す上での環境政策の基本理念である。これらを進めるためには、ライ

フスタイルを転換しなければならないが、そこに共通する言葉が「MOTTAINAI」（もったいない）で

ある。吹田市では、エネルギーの消費活動自体を見直すという意味で「節エネルギー」という言葉

を提唱し、温暖化対策の柱にしてきた。 

基本理念は、改めて「もったいない精神」に立ち返り、上記に掲げる考え方を明確にしたもので

ある。 

 

図 2.1.1 吹田市第３次環境基本計画の基本理念 
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地球温暖化をはじめ、ヒートアイランド現象や生物多様性の衰退、深刻なエネルギー不足など様々

な環境問題に直面する今、健全で豊かな環境を守り引き継ぎ、持続可能な社会を構築していくため

には、基本理念に基づき、市民・事業者・行政がそれぞれの立場での役割を果たすとともに、パー

トナーシップによる取組を積極的に進めていかなければならない。そのため、吹田市では下記の考

え方を基本方針として、施策や取組を推進していくものとする。 

 

＜基本方針＞ 

 

出典：「吹田市第３次環境基本計画」（令和２年（2020 年）２月、吹田市） 
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３．事業の名称、目的及び内容 

3.1 事業の名称 

佐井寺西土地区画整理事業 

 

3.2 事業の目的 

土地区画整理事業は、公共施設の整備改善及び宅地の利用促進を図るため、土地の区画形質の変

更及び公共施設の新設又は変更を行う面的整備事業である。吹田市では南吹田第１、南吹田第２、

江坂、岸辺駅前、佐井寺東等の８地区の土地区画整理事業が都市計画決定され、岸辺駅前を除く７

地区のうち、６地区が市施行により、１地区が独立行政法人都市再生機構の施行により、それぞれ

完了している。佐井寺西土地区画整理事業（以下「本事業」という。）は、新たに佐井寺４丁目の

一部、千里山高塚の一部、千里山月が丘の一部等を対象とし、事業計画地面積約 20.8ha において実

施するものである。 

本事業は、吹田市第３次総合計画や吹田市都市計画マスタープランによる事業計画地の広域的位

置付けを踏まえるとともに、事業計画地におけるまちづくりの計画テーマである「ヒトとヒトが交

流する新たなにぎわいステージを演出し、多様な世代が安心して暮らせるまち」を実現することを

目的として行うものである。 

 

3.3 事業の内容 

3.3.1 事業の種類 

事業の種類は「開発行為」であり、本事業は「吹田市環境まちづくり影響評価条例」（平成１０

年３月３１日条例第７号（ 終改正：平成２３年１２月２７日条例第４４号））第２条に規定する

要件に該当する。 

 

3.3.2 事業の規模 

事業計画地面積   207,890 ｍ2 

 

3.3.3 事業の実施場所 

本事業の実施場所は図 3.3.1 に示すとおりであり、佐井寺４丁目の一部、千里山高塚の一部、千

里山月が丘の一部、千里山松が丘の一部、千里山西６丁目の一部に位置している。 
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図 3.3.1 本事業の実施場所 
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3.3.4 事業計画の概要 

(1) まちづくりの流れ 

事業計画地のまちづくりの流れは、図 3.3.2 に示すとおりである。 

本事業は、土地区画整理事業として 2019 年７月に都市計画決定しており、2020 年度内に土地区

画整理事業の事業認可を得た後、2021 年度から工事に着手し、2031 年３月末の完成を目指すもので

ある。 

民間開発等による建築物の建設は、土地区画整理事業とは別途進められることになり、都市基盤

施設が供用開始し、土地利用が可能となった箇所から建設が開始される場合もある。 

「吹田市環境まちづくり影響評価条例」第１条では、「土地の形状の変更、工作物の新設等の事

業の実施及びその後の事業活動に当たり環境の保全及び良好な環境の創造のために効果的な取組を

講ずることを促進し、もって持続可能なまちづくりの推進に資することを目的とする。」と記述さ

れている。本事業は、道路、公園等の都市基盤施設の整備を行うものであり、これらの施設整備に

対する環境影響評価を実施するものである。土地区画整理事業による都市基盤施設の整備後に、引

き続き建築物の建設等が行われ「まちづくり」が完了することになる。まちづくりに当たって、「吹

田市環境まちづくり影響評価条例」の対象事業に該当する事業が計画された場合は、別途その事業

を計画する事業者が環境影響評価を実施する。 

なお、まちづくりの完了時点における計画人口（吹田市第４次総合計画で推計された 2030 年にお

ける将来人口から算定した人口密度より算出）は、約 2,300 人である。 

 

図 3.3.2 まちづくりの流れ 

 

(2) 事業の検討の背景 

事業計画地を南北に縦断する都市計画道路 3・4・205-16 佐井寺片山高浜線（以下「佐井寺片山高

浜線」という。）は、都市計画マスタープランに「市域中央部において地域拠点を連携する南北方

向の軸線」として位置付けられている主要な補助幹線道路である。昭和 21 年（1946 年）に都市計

画決定されて以降、国鉄吹田駅前再開発事業（昭和 48 年（1973 年）～55 年（1980 年））、ＪＲ吹

田駅北口再開発事業（平成２年（1990 年）～11 年（1999 年））、佐井寺南土地区画整理事業（昭

和 58 年（1983 年）～平成 10 年（1998 年））等、沿道市街地との一体的整備を中心に建設を進めて
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きたが、千里山高塚～千里山西６丁目の区間（約 1.14km）が未整備となっている。 

また、事業計画地を東西に横断する都市計画道路 3・3・205－4 豊中岸部線（以下「豊中岸部線」

という。）は、都市計画マスタープランに「市域中央部において広域軸を補完・連携する東西方向の

軸線」として位置付けられている幹線道路である。昭和 34 年（1959 年）に都市計画決定されてお

り、事業計画地については、佐井寺４丁目～千里山西６丁目の区間（約 0.87km）が未整備となって

いる。 

事業計画地は、道路・交通、土地利用、都市基盤、防災の観点から表 3.3.1 に示す問題点を抱え

ている。 

表 3.3.1 事業計画地が抱える問題点 

区 分 問 題 点 

道路・交通 

 事業計画地内の道路は幅員が狭く、歩道のない区間が多い。 

 事業計画地の周辺にはバス路線があるが、事業計画地内にはバス路線はな

い。 

土地利用 

 近隣サービスを提供する商業施設が不足している。 

 事業計画地内の高低差が大きく、土地利用が図られにくい。 

 阪急電鉄千里線により事業計画地内が東西に分断されている。 

都市基盤 

 事業計画地の周辺には、上水道幹線が未整備のエリアがある。 

 事業計画地の大部分において、雨水排水が整備されていない。 

 佐竹台小学校区や千里第二小学校区では、近年、人口増加が著しく、今後

も大規模集合住宅の開発計画により人口増加が見込まれるが、基盤整備が

対応できていない。 

防 災 

 事業計画地の北東側を中心に低層住宅が密集しているエリアがある。 

 事業計画地及びその周辺には、消火栓や防火水槽が設置されていないエリ

アがある。 

 

これらの問題点に対して、表 3.3.2 に示す整備課題が挙げられる。また、事業計画地及びその周

辺は起伏があるため、佐井寺片山高浜線及び豊中岸部線の未整備区間の整備に当たっては、沿道の

現況地盤と道路計画高との高低差を解消し、沿道宅地の有効利用が図られるような事業手法を検討

した。 

現在、都市計画道路の整備予定地において、生産緑地の指定解除等により、民間事業者による買

取り及び開発が進められている。道路建設事業のような線的整備事業の場合には、個別に地権者に 

対して用地買収や物件補償を行わなければならないため、事業費の増加が見込まれるとともに、交

渉も難航するものと想定される。一方、土地区画整理事業のような面的整備事業の場合には、民間

投資のポテンシャルを有効に活用しつつ、一体的整備のなかで沿道にふさわしい健全な土地利用を

促進し、良好な沿道開発を誘導することが可能になるとともに、事業計画地内の未利用地について

も、整形な土地を生み出し有効活用が図られることが期待できる。 



 

－9－ 

表 3.3.2 事業計画地の整備課題 

区 分 整備課題 

道路・交通  歩道整備や道路拡幅等、安全な道路空間の確保が必要である。 

土地利用 

 高低差や基盤整備の状況、法規制を踏まえ、土地条件に適合し、地区の位置

付けを踏まえた土地利用計画が必要である。 

 住宅地と住宅地が分断された土地利用の対応が必要である。 

 今後も人口増加が予測される地域であることから、宅地需要を満たす良好な

住宅地の整備が必要である。 

都市基盤  都市化の進展を支える上下水道等の都市基盤の効率的な整備が必要である。 

防 災 
 本事業の施行に合わせて、消火栓等の設置を行うとともに、消防活動を行え

る道路幅員の確保が必要である。 

 

(3) 事業計画地のまちづくりの基本方針 

上記の事業計画地の問題点、整備課題等を踏まえたまちづくりの基本方針は以下のとおりである。

また、基本方針を踏まえた「佐井寺西土地区画整理事業の将来像」は、章末（pp.27～28）にイメー

ジ図として掲載している。 

① 便利で快適な居住環境の形成を図り、人口増加・定着を図る。 

② 商業施設等を中心とした生活圏域を考慮し、小学校区単位で住区を形成する。 

③ 豊中岸部線の沿道は、主に商業系土地利用を図る。 

④ 佐井寺片山高浜線の沿道は、主に住居系土地利用を図る。 

⑤ 豊中岸部線以南は、良好な住宅市街地の形成を図る。 

⑥ 都市計画道路の整備により、事業計画地内の区画道路から通過交通を排除するとともに、救

急・消防活動等の緊急時への速やかな対応を図る。 

⑦ 歩行者の安全性を確保するため、交通安全対策を検討する。 

⑧ 利用者の誘致距離を考慮して、一定の街区ごとに公園を配置する。 

⑨ 雨水排水の計画的な整備を推進する。 

⑩ 未整備エリアの上水道幹線の整備を推進する。 

⑪ 商業施設や生活利便施設の立地の誘導を図る。 

⑫ 再生可能エネルギーの活用やヒートアイランド対策による環境負荷の少ない社会基盤整備を

推進する。 

⑬ 動植物の生息・生育に配慮し、地域に応じたみどりの創出やグリーンインフラを推進する。 

⑭ 良好な都市景観の向上と安全性・快適性を確保するまちづくりを推進する。 

 

(4) 土地利用計画 

土地利用計画は表 3.3.3 及び図 3.3.3 に、代表的な断面における事業実施後の地盤高は図 3.3.4

にそれぞれ示すとおりである。なお、現況の土地利用は、図 3.3.5 に示すとおりである。 

事業計画地の面積 207,890ｍ2（約 20.8ha）の内訳は、道路（都市計画道路、区画道路等）が 27.71％、
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公園・遊園が 3.32％、緑地が 1.13％であり、その小計は 32.16％である。これ以外の土地（宅地等）

の比率は 67.84％であり、その内訳は住宅地等が 65.69％、鉄道用地が 2.15％である。住宅地等の

用途については、土地区画整理事業による都市基盤施設の整備後に、民間の事業者が開発を行うた

め、現時点では未定である。 

現況の土地利用は、公共用地が 7.65％、宅地等が 81.91％である。なお、現況の区分別の面積は、

全て登記簿地積から算出しているため、表 3.3.3 の現況の面積と図 3.3.5 に示した現況の土地利用

図とは、一致していない場合がある。 

表 3.3.3 土地利用（現況及び計画） 

区  分 

現  況 計  画 

 面 積 3) 

（ｍ2） 

 構成比 4) 

（％） 

 面 積 3) 

（ｍ2） 

 構成比 4) 

（％） 

公
共
用
地 

道  路 14,985 7.21 57,613 27.71 

公園・遊園 915 0.44 6,908 3.32 

緑  地 － － 2,351 1.13 

小  計 15,900 7.65 66,872 32.16 

宅 

地 

等 

住 宅 地 47,393 22.80 

136,557 65.69 
学校施設 58,246 28.02 

ため池 6,320 3.04 

農地・山林等 58,161 27.97 

鉄道用地 1） 165 0.08 4,461 2.15 

小  計 170,285 81.91 141,018 67.84 

測量増減 2） 21,706 10.44 － － 

合  計 207,890 100.0  207,890 100.0  

備考 1) 現況の区分別の面積は、全て登記簿地積から算出しているため、実際の土地利用と一

致しない場合がある。例えば、鉄道用地の場合、計画の面積に対して現況の面積が非常

に小さくなっている。これは、鉄道用地の地目が登記簿では、他用途で記載されている

ことが多いためである。 

  2) 測量増減は、「事業計画地面積－公共用地面積－宅地等面積」により算出された面積

である。宅地等面積は、登記簿面積から算出するが、実測面積と異なる場合が多いため、

事業計画段階ではその差を「測量増減」として標記することとなっている。 

  3) 表中の面積は小数点以下第１位を四捨五入している。 

  4) 表中の面積比は小数点以下第３位を四捨五入している。 
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(5) 基盤施設計画 

(a) 道 路 

(ｱ) 都市計画道路（佐井寺片山高浜線、豊中岸部線） 

都市計画道路の横断面構成は、図 3.3.6 に示すとおりである。 

■総幅員：18.0ｍ 

・車 道 ：3.0ｍ×2(２車線) 

・自転車通行空間 ：1.5ｍ×2 

・植樹帯 ：1.5ｍ×2 

・歩 道 ：3.0ｍ×2 

 18.0

3.0 3.0 3.0 3.01.5 1.5 1.5 1.5

歩　

道

植
樹
帯

自
転
車
通
行
空
間

車　

線

車　

線

自
転
車
通
行
空
間

植
樹
帯

歩　

道

CL
（単位：メートル）

4.5 4.59.0

 

図 3.3.6(1) 佐井寺片山高浜線の横断面構成 

■総幅員：22.0ｍ 

・車 道 ：6.5ｍ×2(４車線) 

・中央帯 ：1.0ｍ 

・自転車通行空間 ：1.0ｍ×2 

・植樹帯 ：1.0ｍ×2 

・歩 道 ：2.0ｍ×2 

 22.0

2.0 3.25 1.0 2.01.0 3.25 3.25 3.25

歩　

道

植
樹
帯

車　

線

車　

線

植
樹
帯

歩　

道

CL
（単位：メートル）

3.0 7.57.5

1.0

1.0

1.0 1.0

自
転
車
通
行
空
間

中
央
帯

車　

線

車　

線

自
転
車
通
行
空
間

3.0

 

図 3.3.6(2) 豊中岸部線の横断面構成 
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(ｲ) 区画道路 

区画道路の横断面構成は、図 3.3.7 に示すとおり計画する。 

■総幅員：4.7ｍ 

・車 道：4.0ｍ（１車線） 

・路 肩：0.35ｍ×2 

路　

肩

4.0

4.7

（単位：メートル）

路　

肩

車　線

0.350.35

 

■総幅員：6.0ｍ 

・車 道：2.65ｍ×2（２車線） 

・路 肩：0.35ｍ×2 

路　

肩

2.65

6.0

（単位：メートル）CL

2.65

路　

肩

車　線 車　線

0.350.35

 

図 3.3.7 区画道路の横断面構成 

(b) 環境基盤施設 

(ｱ) 基本的考え方 

公園・遊園面積については、事業計画地面積に対し「土地区画整理法施行規則」（昭和３０年３

月３１日建設省令第５号（ 終改正：平成３０年３月３０日国土交通省令第１６号））第９条に定

められている３％以上を確保する。また、緑被率（樹木や草花等の植物で被われた土地の割合）に

ついては、「吹田市第２次みどりの基本計画（改訂版）」（平成 28 年８月、吹田市）の「千里山・

佐井寺地域の将来目標値」に基づいて、事業計画地面積の 28％以上を確保することを基本とする。 

(ｲ) 公園・遊園及び緑地 

公園・遊園及び緑地を一体的に整備し、まとまった緑の空間を確保する。 

(ｳ) 街路樹植栽 

事業計画地の都市計画道路（佐井寺片山高浜線及び豊中岸部線）については、緑の軸として位置

付け、植樹帯を設けて高木による街路樹植栽を行う。 
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(c) 供給処理施設等 

(ｱ) 上水道 

上水道については、域外既存施設によって事業計画地の新規需要分を供給することが可能である

ため、事業計画地では地区外の既設配水管に接続させて、ループ状になるように配管する。 

(ｲ) 下水道 

下水道については、今後の土地利用計画に合わせて、排水区域の見直しや流出抑制施設の設置、

雨水・汚水管の分離布設を含め、新たに計画を検討していく。 

(ｳ) 電気・ガス 

電気・ガスについては、今後の土地利用計画に合わせた供給を検討していく。 

(ｴ) 電線類の地中化 

電線類については、景観面や災害時のライフライン確保の観点から、都市計画道路については

C-C-Box（電線共同溝）等による電気・通信等の地中化を今後検討していく。 

(ｵ) 防犯対策 

防犯対策については、安心・安全なまちづくりを実現するため、「街灯防犯カメラ」のほか、事

件・事故等が発生した時に通報ボタンを押すとインターホンで警察官と相互に通話できる「スーパ

ー防犯灯」を道路・公園等の街灯に導入する等の対策を今後検討していく。 

 

(6) 廃棄物処理計画 

本工事では、事業計画地に分別用ごみ箱を設置し、再資源化や適正処理が容易となるように一般

廃棄物を収集する。収集後の一般廃棄物については、適正に処理する。建設発生土については、事

業計画地での埋め戻しに使用する等、残土の発生を抑制する。また、工事に伴う場外搬出土は、工

事間利用を原則とする。 

なお、これで対応できない産業廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭

和４５年１２月２５日法律第１３７号（ 終改正：平成２９年６月１６日法律第６１号））や「建

設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年５月３１日法律第１０４号（ 終改正：

平成２６年６月４日法律第５５号））に基づき、適正な処分場において処分する。 

 

(7) 交通計画 

佐井寺片山高浜線及び豊中岸部線の計画交通量は、以下のとおりである。 

 佐井寺片山高浜線：12,600 台/日  豊中岸部線：18,600 台/日 

なお、環境影響評価提案書の計画交通量は、平成 17 年度道路交通センサスベースの平成 42 年将

来ＯＤ表を用いて算出された推計値をもとに、平成 31 年（2019 年）の計画交通量を求めたもので

あったが、上記の計画交通量は、平成 22 年度道路交通センサスベースの平成 42 年将来ＯＤ表と

新の道路ネットワークに基づいて算出した推計値（令和 12 年（2030 年））である。 
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3.3.5 工事計画 

(1) 工事工程の概要 

土地区画整理事業に係る工事は、2021 年度に着手する計画であり、土地区画整理事業及び都市計

画道路の建設工事は、2030 年度の完成を目標としている。 

主な工事内容は、①準備工事として、工事用搬入路設置工事、②土地区画整理事業に係る工事と

して、造成工事、区画道路工事、公園・遊園設置工事、供給処理施設工事、③都市計画道路の建設

工事として、築造工事が挙げられる。主な工事の手順は、図 3.3.8 に示すとおりである。 

工事工程については表 3.3.4 に示すとおりであり、2021 年度から工事用搬入路の設置工事と並行

して造成工事を実施する計画である。区画道路工事は 2025 年度から、公園・遊園の設置工事は 2029

年度から、供給処理施設（上下水道、電気・ガス、通信・電線等）工事は 2023 年度から実施する計

画である。都市計画道路の建設工事は、佐井寺片山高浜線で 2024 年度から、豊中岸部線で 2023 年

度から実施する計画である。 

 

【準備工事】 

現地盤の整地
工事用の仮設道
路の設置

 

【造成工事】 

盛土材搬入 敷均し 転圧締固め

切　土
盛土部へ運搬
埋戻し流用　

残土の場外搬出

 

【区画道路工事・都市計画道路築造工事】 

道路施設築造
路盤材
敷均し転圧

アスファルト
合材敷均し転圧

 

【公園・遊園設置工事】 

公園・遊園用地の
整地　　　　　　

遊具等の設置

 

【供給処理施設工事】 

掘　削 管布設 埋戻し流用 残土の場外搬出

 

図 3.3.8 主な工事の手順  
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表 3.3.4 工事工程の概要 

工事種別

造成工事　　

区画道路工事

公園・遊園設
置工事　　　

2021
(令和3)
年度

供給処理施設
工事　　　　

築造工事　　

土地区画整理事業
に係る工事　　　

都
市
計
画
道
路
の

　
　
　

建
設
工
事

築造工事　　

佐井寺片山
高浜線　　

豊中岸部線

工事用搬入路
設置工事　　

区 分

準備工事　　　　

2022
(令和4)
年度

2023
(令和5)
年度

2024
(令和6)
年度

2025
(令和7)
年度

2026
(令和8)
年度

2027
(令和9)
年度

2028
(令和10)
年度

2029
(令和11)
年度

2030
(令和12)
年度

 

 

(2) 資材等の搬出入計画 

建設機材・資材、生コンクリート、場外搬出土等は、大型車両により運搬する計画である。大型

車両及び工事関係者の通勤車両（以下「工事関連車両」という。）の走行ルートは、図 3.3.9 に示

すとおりである。建設機材・資材、生コンクリート、場外搬出土等は、主として豊中岸部線から搬

出入を行う計画であるが、阪急電鉄千里線の西側の工事で発生した伐採材及び残土は、仮設工事用

道路を経て千里中央線へ搬出する計画である。佐井寺片山高浜線については、事業計画地の南端で

工事を行う際に工事関連車両の走行ルートとして利用する計画である。佐竹千里山駅線については、

工事用道路の設置工事が終了するまでの期間に限定して、工事関連車両の走行ルートとして利用す

る計画である。 

工事関連車両の走行時間帯は、原則として８時から 18 時までの間とする。 

工事の 盛期は造成工事を実施する令和５年度（2023 年度）～９年度（2027 年度）頃であり、工

事関連車両の１日当たりの 大走行台数は、大型車 150 台（往復 300 台）、小型車 50 台（往復 100

台）程度を予定している。 

 

(3) 排水処理計画 

降雨時の濁水については、仮設沈砂池を設けて、表層水のみ側溝及び横断水路から公共下水道又

は公共用水域に排出する計画である。また、仮設沈砂池の底にたまった土砂は定期的に除去する計

画である。 
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図 3.3.9 工事関連車両の走行ルート 
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3.3.6 環境影響要因の概要 

本事業の実施により、環境に影響を及ぼす可能性のある要因（以下「環境影響要因」という。）

となる行為の区分は、①工事、②存在、③供用であり、それぞれの環境影響要因としては、以下に

示す事項が考えられる。 

(a) 工 事 

・建設機械の稼働（既設構造物撤去工事、土木造成工事、道路建設工事） 

・工事関連車両の走行（資材運搬や工事関係者の通勤車両等の走行） 

・工事の影響（工事の実施による産業廃棄物・建設発生土・悪臭等の発生） 

(b) 存 在  

・土地利用及び地形の変化（ヒートアイランド現象の増加、動植物・生態系等への影響） 

・緑の回復育成（既存の緑地の消失、新たな緑地の整備） 

・道路の平面・掘割構造（都市計画道路等の出現） 

(c) 供 用 

・自動車の走行（都市計画道路供用後の自動車の走行） 

 

3.3.7 事業計画の複数案の検討経緯 

事業計画地には阪急電鉄千里線が南北に縦断し、事業計画地周辺には低層住宅及び中高層の集合

住宅が立地している。また、阪急電鉄千里線の東側では、事業計画地に隣接して民間の住宅開発の

工事が進行中である。さらに、事業計画地を南北に縦断する佐井寺片山高浜線と東西に横断する豊

中岸部線が都市計画決定されており、その平面線形は決定されているため、事業計画地の位置及び

範囲に関する複数案については、検討していない。 

複数案については、土地利用計画（主として、公園・遊園、緑地等の配置と大きさ）及び都市計

画道路（佐井寺片山高浜線）の構造に着目して検討した。 

それぞれの案について、以下の観点で評価を行った。 

① 環境に及ぼす影響（工事中、供用後） 

② 事業の実現性 

環境に及ぼす影響については、工事中は建設発生土量に、供用後は大気汚染、騒音、日照に着目

して複数案の比較を行った。事業の実現性については、減歩率が土地所有者の本事業に対する理解

を得るための非常に重要な項目の一つになることから、減歩率に着目して複数案の比較を行った。 

減歩には、土地所有者から土地を提供してもらい、道路、公園等の公共用地を確保する「公共減

歩」と事業費の一部に充てる「保留地減歩」があり、これらを合算したものを「合算減歩」という。

合算減歩率（以下「減歩率」という。）とは、土地区画整理事業を実施する前の宅地等の総面積に

対する合算減歩面積の割合を示したものである。 

検討した土地利用計画案は図 3.3.10 に、佐井寺片山高浜線の道路構造案は図 3.3.11 に、それぞ

れ示すとおりである。 
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(1) 土地利用計画の検討 

Ａ案は、公園・遊園と調整池を別々に配置する案である。Ｂ案は、減歩率を緩和するために、調

整池を地下構造として公園・遊園又は道路下に設ける案である。Ｃ案は、公園・遊園面積を「土地

区画整理法施行規則」第９条に定められている 小値３％とし、減歩率を も小さくした案である。 

Ａ案の公園・遊園及び緑地の面積は、Ｂ案及びＣ案に比べて大きいが、減歩率が 31.0％となり、

事業計画地周辺の類似事業の減歩率 23.1～26.4％（吹田市都市計画部計画調整室資料、吹田市施行

の場合）に比べて大きく、土地所有者の合意を得ることが困難と考えられる。Ｂ案及びＣ案の減歩

率はそれぞれ、27.6％、27.0％であり、類似事業の減歩率と比べて、おおむね同程度となっている。 

また、Ｂ案とＣ案の土地利用計画を比べると、Ｂ案の方が公園・遊園及び緑地の面積が大きく、

より環境に配慮した計画になっていることから、Ｂ案を採用することとした。 

なお、環境影響評価提案書を作成・提出後、土地所有者との協議や供給処理施設等の敷設に関す

る検討を踏まえ、公園・遊園、緑地の配置を見直した。その結果は表 3.3.3 及び図 3.3.3 に示した

とおりであり、公園・遊園、緑地の面積は 4.45％でＢ案の 4.1％に比べて大きくなっている。 

 

(2) 佐井寺片山高浜線の道路構造の検討 

佐井寺片山高浜線は、事業計画地内にある大阪学院大学のグラウンド以南の区間では、地形の起

伏が大きいので、道路構造として、①高架案、②平面案の２案について検討した。 

その結果、高架案では工事に伴う建設発生土量が 222 千ｍ3であり、平面案の 285 千ｍ3より建設

発生土量が少ないが、高架案では橋台や橋脚の工事があるため、工事中の環境に及ぼす影響は大き

な差がないものと考えられる。 

高架案では、事業計画地に隣接する住居（佐井寺４丁目）の南側に高架橋が出現し、高架構造物

による日照への影響（日照阻害）が考えられる。 

道路の縦断勾配と自動車から排出される大気汚染物質（窒素酸化物、浮遊粒子状物質）との関係

については、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成 25 年 3 月、国土技術政策

総合研究所資料№714）によると、上り勾配の排出増加量は下り勾配の排出減少量を上回るため、縦

断勾配の大きい方が環境に及ぼす影響が大きくなると考えられる。 

また、道路の縦断勾配と騒音の関係については、「道路交通騒音の予測モデル"ASJ RTN-Model 

2013"」（日本音響学会誌 70 巻 4 号(2014)）によると、「十分長い上り勾配の密粒舗装道路を走行

する大型車については、自動車のパワーレベルの変化(上昇)を考慮する。」と記述されている。新

たに建設する都市計画道路は、必要に応じて排水性舗装等を採用する計画であるため、密粒舗装道

路に比べてパワーレベルの増加は小さいが、縦断勾配が大きいほど自動車の走行音は大きくなる可

能性があるものと考えられる。 

大阪学院大学のグラウンド以南の区間では、平面案の 急勾配 8.0％の区間が約 200ｍ、高架案の

急勾配4.8％の区間が約320ｍであるが、平均縦断勾配は両案ともに2.5％となっていることから、

平面案と高架案では、自動車から排出される大気汚染物質や走行音が沿道地域の環境に及ぼす影響
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は大きな差がないものと考えられる。 

以上の検討結果を踏まえた複数案の比較結果は、表 3.3.5 に示すとおりである。 

土地利用計画はＢ案、佐井寺片山高浜線の道路構造は平面案を採用することとした。 

なお、Ｂ案（採用案）の公園・遊園及び緑地の面積はＡ案に比べて小さいが、土地区画整理事業

の終了後、開発事業者に対して、「吹田市開発事業の手続等に関する条例」（平成１６年３月３１

日条例  第１３号（ 終改正：平成３０年３月３０日条例第２１号））をはじめとする条例を活用

し、事業計画地内の緑化を適切に誘導していくものとする。 

表 3.3.5(1) 複数案の比較結果（土地利用計画） 

案 

事業計画地の面積に対する割合 

（％） 減歩率 

（％） 

評  価 

採用案 
公園・ 

遊園 
緑地 調整池 

①環境に及

ぼす影響 

②事業の実

現性 

Ａ 3.3 2.3 1.7 31.0 ◎ × － 

Ｂ 3.6 0.5 0   27.6 〇 〇 〇 

Ｃ 3.0 0.5 0   27.0 △ 〇 － 

◎：優れている 

〇：比較的優れている 

△：環境に及ぼす影響が少しある 

×：事業の実施が困難である 

 

表 3.3.5(2) 複数案の比較結果（道路構造） 

案 
建設発生土 

量（千ｍ3） 

縦断勾配（％） 
道路の 

高 さ 

（ｍ） 

評  価 

採用案 
平 均  大 

工事中の

環境に及

ぼす影響 

供用後の

大気汚染 

・騒音 

供用後の

日照阻害 

平 面 285 2.5 8.0  0.0  △ 〇 ◎ 〇 

高 架 222 2.5 4.8 10.8  △ 〇 × － 

◎：優れている 

〇：比較的優れている 

△：環境に及ぼす影響が少しある 

×：環境に非常に大きな影響がある 
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図 3.3.11 佐井寺片山高浜線の道路構造の複数案 
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４．本事業における環境に対する取組方針 

土地区画整理事業の実施に当たっては、第２章に記述した「事業者の環境に対する取組方針」の

基本理念に加え、「吹田市第２次みどりの基本計画（改訂版）」に示されている「みどりを継承す

る みどりを生み出す みどりを活かす 市民参画・協働により、みどりのまちづくりを進める」

という取組方針に則り進めていくこととする。 

環境に対する取組方針は、以下のとおりとする。 

 

＜環境に対する取組方針＞ 

 ① 再生可能エネルギーの活用やヒートアイランド対策による環境負荷の少ない社会基盤整

備を推進する。 

 ② 市街地の貴重なみどりを継承するとともに、新たな街路樹や公園・遊園及び緑地の配置

によりみどりの連続性を確保する。 

 ③ 良好な都市景観の向上と安全性・快適性を確保するまちづくりを推進する。 

 

土地区画整理事業後については、街路樹や公園内の樹木の維持管理を適切に行い、次世代へみど

りを継承していく。さらに、開発事業者に対して「吹田市開発事業の手続等に関する条例（愛称：

好いたすまいる条例）」をはじめとする条例を活用し、事業計画地の緑化を適切に誘導していく。 
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５．評価書案に対する質問書の概要及びこれに対する事業者の回答 

「佐井寺西土地区画整理事業」については、「吹田市環境まちづくり影響評価条例」第２３条第

１項の規定による「提案書または評価書案に対する質問書」が計８通提出された。そのうち受付番

号№１～５については、評価書案 pp.5-1～5-4 に回答を掲載している。受付番号№６～８の質問書

の概要及びこれに対する事業者の回答は、表 5.1.1 に示すとおりである。 

表 5.1.1(1) 評価書案に対する質問書の概要及びこれに対する事業者の回答 

項  目 質問書の概要 事業者の回答 

事業計画 コロナ禍で経済が落ち込む中、雇用と

営業が危機に直面している。吹田市はコロ

ナ以前に作成した事業費概算（総額 172

億円、うち市の負担約 92億円）のまま事

業を進めるのか、それとも削減等の見直し

をするのか。          【6-1】 

都市計画道路は、交通ネットワークを

はじめとする交通機能に加え、災害時の避

難路、延焼防止機能や、電気、ガス、水道

等のライフラインネットワーク収容機能

等、多岐にわたる機能を有しています。 

本事業において整備する２本の都市計

画道路（佐井寺片山高浜線、豊中岸部線）

は、平成 25年（2013 年）に都市計画道路

の見直しが行われた際に、上記のとおり

様々な見地から存続が決定された路線で

す。そのため、コロナ禍であっても、整備

が必要な道路として事業を進めます。 

この事業によるまちづくり完了時点

で、人口が現在の 740 人から 2300 人に増

えるとしているのもコロナ以前の算定。こ

の地域の良好で貴重な緑地と自然を事業

によって削り取り、壊した後に算定したほ

どの人口増も税収税もなく事業費が大き

な市民の負担、負債として残る可能性を市

はどのように考えているのか。  【6-2】 

事業の実施によって、地球温暖化がも

たらす自然災害の被害がどれだけ大きく

なるかシミュレーションは行っているの

か。              【6-3】 

本事業の実施に伴う地球温暖化及びこ

れに伴う自然災害の被害の予測は行って

おりませんが、工事中の地球温暖化対策・

省エネルギーに対する環境取組について

は、環境影響評価書案の p.10-1 に記載し

ています。その内容は、以下のとおりです。 

・建設機械及び工事関連車両は、可能な限

り低燃費型を採用し、温室効果ガスや

エネルギー等の環境負荷を低減する。 

・建設発生土については、事業計画地での

埋め戻し土としてできる限り利用し、

残土搬出のために使用する工事関連車

両の台数を削減する。 

（注）質問の概要内の【 】内の数字は、受付番号-質問№を示す。 
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表 5.1.1(2) 評価書案に対する質問書の概要及びこれに対する事業者の回答 

項  目 質問書の概要 事業者の回答 

事業計画 大阪学院大学グラウンドに代わる指定

緊急避難場所は設けないとあるが、市の実

施する事業によって人口が増加する地域

であるのに、「お近くの別の緊急避難場所

のご利用をご検討ください」だけで済ます

のは市民（旧住民、新住民含む）の安全安

心を保障する責務を負う吹田市の態度と

して無責任とは考えないのか。  【6-4】 

災害時の避難場所は、事業計画地周辺

に佐井寺小学校、佐井寺地区公民館、南千

里地区公民館および千里市民センターが

あります。本事業により都市計画道路を整

備することで、それらのアクセスを確保す

るものです。 

ご意見の大阪学院大学グラウンドは、

現在、地震等の緊急時に一時的に避難する

「指定緊急避難場所（一時的）」に指定さ

れておりますが、民間での売買がなされ、

継続は難しくなっています。将来は、グラ

ウンド機能がなくなる時点で指定解除と

なりますので、ご理解ください。 

もともと 60年前にできた道路計画であ

り、行政や環境が大きく変化しているもと

で実態にそぐわないのに、進める理由が道

路と未利用地の一体的整備とあるが、吹田

市全域で宅地開発がすすみ、自然を壊して

まで実施する必要性はあるのでしょうか。

その根拠について示してほしい。 

逆に 60年、手つかずだったのは貴重な

歴史的遺産、動植物の生息地、高低差があ

り困難と判断されたものと思いますが、そ

の点はどうなのでしょうか。 

また、仮に実施したとしても道路計画

の一部であり、今後車社会からの転換が叫

ばれている中では検討しなおしたほうが

良いと思いますが。      【7-1】 

事業計画地及びその周辺は起伏がある

ため、宅地開発が難しい地域でした。しか

し、現在、生産緑地の指定解除等により、

事業計画地周辺においては、民間事業者に

よる宅地開発が行われています。また、事

業計画地においても、民間事業者による土

地の買取りが進められていますが、事業計

画地は環境影響評価書案の表 3.3.1

（p.3-4）に示すとおり、道路・交通、土

地利用、都市基盤、防災面で、多くの問題

点を抱えています。 

これらの問題点に対する整備課題は、

環境影響評価書案の表 3.3.2（p.3-5）に

示すとおりですが、民間事業者では解決で

きない課題です。 

また、事業計画地及びその周辺は起伏

があるため、佐井寺片山高浜線及び豊中岸

部線の未整備区間の整備に当たっては、沿

道の現況地盤と道路計画高との高低差を

解消し、沿道宅地の有効利用が図られるよ

うな事業手法を検討しました。その結果、

土地区画整理事業という手法を採用する

ことになりました。 

事業計画の策定に当たっては、その整

備課題を整理し、事業計画地のまちづくり

の基本方針を策定しました。 

本事業の将来像（イメージ）は、環境

影響評価書案の pp.3-23～3-24 に示した

とおりであり、街区の整備、緑地・公園等

の整備、都市計画道路の整備を行うことに

より、良好な居住空間が創出されるものと

考えています。 

（注）質問の概要内の【 】内の数字は、受付番号-質問№を示す。 
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表 5.1.1(3) 評価書案に対する質問書の概要及びこれに対する事業者の回答 

項  目 質問書の概要 事業者の回答 

事業計画 事業計画地は、吹田市が認めている「ま

とまった緑地が存在している」地域であり

環境保全こそ守られるべきものと思いま

す。「限りある資源を有効に」との見地か

らも計画には矛盾があり、換地すれば自然

の復元ができないことは明白です。緑被率

が下がること、広い場所の避難地の確保に

ついて示してほしい。      【7-2】 

本事業では、事業計画地に隣接する緑

地等と連続させてみどりを配置する等、良

好な景観や生物の生息空間の形成に努め

ます。都市計画道路においては、雨水貯留

浸透機能を備えた植樹帯や雨庭を設けて

街路樹植栽を行います。 

また、建物敷地の緑化推進へ向けた協

議の実施、開発の誘導を行うとともに、地

権者が農地等の緑地の維持を希望する場

合は、可能な限り換地計画において対応し

ます。 

さらに、公園や緑地に使用する樹種は、

動植物調査結果や隣接する既存の緑地に

生育する樹種を参考に検討し、里山環境の

復元や生物の生息・生育環境の創出を目指

します。公園や緑地の緑化の際には、既存

の樹林地における表土等を植栽基盤とし

て活用することで、在来種の植生回復に配

慮し、農地等の緑地を換地する場合は、各

地権者の意向を把握した上で、緑地の維

持、保全ができるよう、表土等の有効活用

に努めます。 

大阪学院大学のグラウンドは、グラウ

ンド機能がなくなる時点で「指定緊急避難

場所（一時的）」の指定が解除となります。

その後、代替場所は設けないことを確認し

ていますので、お近くの別の緊急避難場所

のご利用をご検討ください。 

現在の事業計画案では縁被率や公園面

積が若干低い確保目標は記載されていて

も、農地面積の現況確保の方向が示されて

おらず、都市農業の保全と活用の視点が

「事業計画地のまちづくりの基本方針」に

ないのが気になります。     【8-1】 

土地区画整理事業は、各地権者の土地

を一旦お預かりして減歩させていただき、

道路、公園等の基盤を整備し、その後、元

の地権者へお返しする事業です。今まで農

業をされている方が引き続き農業をされ

るかどうかは、地権者が決められることな

ので、「農地面積の現況確保の方向」を示

すことはできません。 
（注）質問の概要内の【 】内の数字は、受付番号-質問№を示す。 
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表 5.1.1(4) 評価書案に対する質問書の概要及びこれに対する事業者の回答 

項  目 質問書の概要 事業者の回答 

事業計画 旧証券グラウンドがなくなることによ

り当該地域の「緊急避難場所」がなくなり

ます。このことは、2300 人という計画人

口から考えても規模的にも事業終了後の

公園では代替地としての役割は疑問視さ

れ、いつやってくるか気がかりな南海トラ

フ大地震への対応から言っても防災上問

題と考えるものです。      【8-2】 

災害時の避難場所は、事業計画地周辺

に佐井寺小学校、佐井寺地区公民館、南千

里地区公民館および千里市民センターが

あります。本事業により都市計画道路を整

備することで、それらのアクセスを確保す

るものです。 

ご意見の大阪学院大学グラウンドは、

現在、地震等の緊急時に一時的に避難する

「指定緊急避難場所（一時的）」に指定さ

れておりますが、民間での売買がなされ、

継続は難しくなっています。将来は、グラ

ウンド機能がなくなる時点で指定解除と

なります。その後、代替場所は設けないこ

とを確認していますので、お近くの別の緊

急避難場所のご利用をご検討ください。 
（注）質問の概要内の【 】内の数字は、受付番号-質問№を示す。 
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６．評価書案意見交換会における住民からの意見の概要及びこれに対する事業者の見解 

「佐井寺西土地区画整理事業に係る環境影響評価書案」については、「吹田市環境まちづくり影

響評価条例」第１３条第１項に基づき、関係地域の住民に評価書案の内容を周知し、その内容につ

いて事業者と関係地域の住民とが、環境の保全及び良好な環境の創造の見地からの意見を交換する

ための意見交換会（以下「評価書案意見交換会」という。）を、令和２年（2020 年）10 月 24 日及

び令和２年（2020 年）10月 28 日に開催した。 

評価書案意見交換会における意見の概要及びこれに対する事業者の見解は、表 6.1.1～6.1.2 に示

すとおりである。事業者の見解については、評価書案意見交換会の場において述べることができな

かった内容についても追記した。 

表 6.1.1(1) 評価書案意見交換会（第１回目）における意見の概要及びこれに対する事業者の見解 

項  目 意見の概要 事業者の見解 

事業計画 吹田市の環境基本計画に「限りある

資源を有効に使う」という記載がある。

事業計画地に位置する大阪学院大学の

グラウンドは、避難地として有効な資

源であると考えるが、本事業でなくす

のはどういう考えによるものか。 

大阪学院大学グラウンドは、現在、

地震などの緊急時に一時的に避難する

「指定緊急避難場所（一時的）」に指

定されておりますが、将来、グラウン

ド機能がなくなる時点で指定解除とな

ります。その後、代替場所は設けない

ことを確認していますので、お近くの

別の緊急避難場所のご利用をご検討く

ださい。 

政府の動きとして、2050 年に CO2排

出量ゼロを目指している中で、今回の

事業では自然が残る里山をなくすこと

になり、この流れに逆行しているので

はないか。 

吹田市第３次環境基本計画の基本方

針である「安全で健康かつ快適な生活

を営むことのできる良好な環境を確保

する」ことを事業者の基本方針とし、

持続可能な開発目標（SDGs）に掲げら

れている 17の目標から、本事業で取り

組むべき項目を選択し、事業を進めて

いきます。 

事業の実施に当たっては、緑豊かな

ところを残せるよう配慮をしてもらい

たい。 

事業計画地は起伏があるため、造成

工事が必要です。工事に際して樹木の

伐採が必要となりますが、事業計画地

に整備する都市計画道路内や公園・緑

地に樹木を植栽する計画としていま

す。 

できるだけ現地換地を多くして道路

の近傍を主体にした開発とし、農地や

自然を残してほしい。 

新設される都市計画道路の交差点の

近くで農業をするつもりである。現地

換地をするという話を聞いていたが、

農地は道路から少し離れた場所に土地

を割り付けることもあるとはどういう

ことか。移動換地ならば、この事業に

は賛成できない。 

換地は、現地換地を基本としていま

すが、都市計画道路沿いの土地は、商

業施設等の有効な利用をされる方に換

地し、農地を維持したい方には、道路

から少し離れていても農地に適した場

所へ換地する方法もあると考えていま

す。各地権者の意向を聞きながら、調

整を進めていきます。 
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表 6.1.1(2) 評価書案意見交換会（第１回目）における意見の概要及びこれに対する事業者の見解 

項  目 意見の概要 事業者の見解 

工事計画 事業計画地は高低差が大きいため、

大量の残土が発生すると考えられる

が、残土はどうするのか。 

造成に伴い発生する切土は、盛土に

流用し、事業計画地内での利用を図り

ます。なお、盛土量より切土量が上回

るため、事業計画地外に搬出するとと

もに、他の公共事業で利用するよう調

整を進めていきます。 

工事に伴う騒音や振動、悪臭により、

住民は迷惑を被るが、工事の前に住民

への説明会は開催されるのか。 

また、工事説明会は、自治会の回覧

版や広報への掲載だけでなく、自治会

に入っていない住民にも周知してほし

い。 

工事を行う際には、周辺住民の方々

に対して、工事内容を事前に説明させ

ていただきます。 

工事説明会の周知につきましては、

自治会に入っていない地元住民の方に

も配慮します。 

事後調査結果が予測した数値よりも

高かった場合は、施工業者への指導は

行われるのか。 

事後調査では、環境影響評価書案で

予測した数値との検証を行います。こ

の目的は、工事に伴う環境への影響が

環境影響評価書案に記載した評価目標

と比較し、環境への影響が大きい場合

は、施工業者に対して指導を行う等、

追加の措置も含めた適切な環境保全対

策を行うことにあります。その結果は、

事後調査報告書として、事業者から環

境部を通して環境影響評価審査会へ報

告します。 

指導が行われるまでの間は、工事を

中止する等の対策は行われるのか。 

工事を中止するかどうかは、環境へ

の影響の程度に応じて、事業者が工事

発注者として自主的に判断します。 

住民から騒音等の苦情の連絡をした

場合、誰が施工業者に改善の指示をす

るのか。 

【吹田市環境政策室の回答】 

工事の発注者である吹田市土木部地

域整備推進室、又は、吹田市環境部環

境保全指導課にご連絡いただければ、

現場で状況を確認し、施工業者に対し

て適切な指導を行います。 

千里中央線の沿道にはイオンがあ

り、工事が始まると工事関連車両の走

行により渋滞が発生して近隣マンショ

ンの住民から苦情が寄せられると考え

られるが、どのような対応を取ってく

れるのか。 

また、平日より交通量の増加が予想

される土日は工事を行うのか。 

工事関連車両が一時的に集中して走

行しないよう、今後、具体的な施工計

画の検討を行います（工事の平準化）。 

日曜日は、原則、工事を実施しない

予定ですが、日曜日に工事を実施する

場合は、工事説明会で説明します。 

調査、予測方法 要約書 p.45 の現地調査地点におい

て、赤枠で示されている事業計画地の

中を調査していないのはなぜか。 

動植物の調査は、事業計画地（要約

書 p.45 の赤枠内）で実施しています。

騒音・振動、交通量等の調査は、事業

計画地周辺で実施しています。なお、

事業計画地には、現在、幹線道路がな

いため、交通に関係する調査地点は設

定していません。 
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表 6.1.1(3) 評価書案意見交換会（第１回目）における意見の概要及びこれに対する事業者の見解 

項  目 意見の概要 事業者の見解 

調査、予測方法 環境影響評価書案で工事中の予測の

対象となっていない地点における予測

結果は、個別に聞けば教えてもらえる

のか。 

大気汚染、騒音・振動の予測は、環

境影響評価書案に記載した地点のみで

実施しています。 

なお、予測地点は、工事影響が比較

的大きいと考えられる地点を代表地点

として選定したものです。 

工事中の騒音や振動の予測結果の数

値は、 悪値を予測しているのか。 

また、予測地点のいくつかは、 悪

時の予測地点として、適切な場所と思

えない。 

予測は、工事の影響が も大きくな

る時期（建設機械が も住居に近接す

る場合）を対象としていますので、予

測結果は、 悪値（ 高値）です。 

環境影響評価書案の予測地点は、現

在の工事計画に基づいて設定したもの

です。実際の工事状況とは異なる場合

も想定されます。工事中の事後調査に

当たっては、環境影響評価書案の予測

地点の位置も参考にしますが、実際の

工事状況に応じて、 も影響が大きい

地点を対象とする等、適切な位置で調

査を行います。 

環境影響評価書案の予測値等は、う

まいこと数字を合わせており、信用で

きない。 

予測値等について、事業者が数字を

操作することは一切なく、客観的に信

頼できるものです。なお、環境影響評

価書案の内容については、環境影響評

価制度の審査会で、科学的知見に基づ

いて学識経験者により審査されていま

す。 

また、道路ができたことによって、

何らかの問題が発生した場合は、行政

側の責任であり、適切に改善を図りた

いと考えます。 

大気汚染 道路が供用された際に、大気汚染が

心配である。何人の子どもに気管支炎

の症状が出ているのか調べてもらいた

い。 

吹田市の学校保健会、吹田市教育委

員会が発行している統計資料による

と、「ぜんそく」の症状を持つ生徒・

児童の人数は、以下のとおりです。 

表 ぜんそく患者数（人） 

 
佐井寺

中学校 

東佐井寺

小学校 

佐井寺

小学校 

Ｒ１ 0 0 0 

Ｈ30 17 0 0 

Ｈ29 6 0 15 

Ｈ28 1 0 0 

Ｈ27 10 0 0 
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表 6.1.1(4) 評価書案意見交換会（第１回目）における意見の概要及びこれに対する事業者の見解 

項  目 意見の概要 事業者の見解 

大気汚染 現在、ぜんそくの症状がある子供が

少ないのは、名神高速道路の塀を高く

した後の結果ではないのか。 

また、今回の事業では交通量が増え

ると予想されるが、気管支炎を発症す

る子どもが増えた場合に誰が責任を取

るのか。 

ぜんそくの発症と名神高速道路との

因果関係については、事業者としては

判りません。 

事業計画地及びその周辺の大気汚染

濃度は、現在、環境基準及び吹田市の

目標値を下回っています。また、工事

中及び都市計画道路の供用後について

も、環境基準及び吹田市の目標値を下

回ると予測していますので、本事業が

周辺の大気環境に与える影響は、小さ

いものと考えています。 

土壌汚染 開発地域の中で、農地割合は何％か。 

農地に道路を建設する際には、土中

のヒ素やリンによる土壌汚染に対して

現地調査を行う必要があるのではない

か。 

手持ち資料では、農地と山林を合わ

せた数字しかないため、農地の割合は

お答えできません（後日登記簿を確認

した結果、田畑の面積は約 9,900ｍ２と

なっていました）。 

現在、土壌汚染対策法に基づく調査

を実施しています。その結果を踏まえ

て、必要に応じて現地調査を行う等、

適切に対応してまいります。 

動物、植物 事業計画地の大事な樹木や動植物、

水生生物等は、要約書に書いてあるの

か。 

調査で見つかった動植物について

は、要約書には記載していませんが、

環境影響評価書案には、種名を記載し

ています。 

交通混雑、交通

安全 

千里山６丁目は、現在でも渋滞によ

り交差点の停止線に止まらない自動車

や、右左折で一時停止しない自転車に

より、通学途中の子どもが危険にさら

されている。本事業により都市計画道

路が新設されると、自転車通行帯のな

い府道（千里中央線）と交差すること

になり、右左折する自転車や、南千里

駅方面から来る自転車によって、より

一層、安全面が心配である。交通安全

面については、どのように考えている

のか。 

本事業で新設する都市計画道路は、

歩車分離を徹底し、横断防止柵を設け

ます。佐井寺片山高浜線では、自転車

専用の通行帯を設けます。豊中岸部線

は、自転車専用の通行帯を設けられる

ほどの道路幅員がないことから、車道

に自転車通行空間を設けます。歩行者

の安全な通行を確保できるよう、でき

る限り配慮します。 

千里中央線は府道ですので、大阪府

が道路管理者です。本事業で整備する

都市計画道路と交差する箇所について

は、大阪府と協議を行い、交通安全へ

向けた対策を検討していきます。 

その他の意見 計画地に位置するイオンは、事業の

実施によりどうなるのか。もしなくな

れば千里新田地区の多くの住民が買い

物難民になってしまう。今後の具体的

な動向について、連合自治会に説明に

来てほしい。 

イオンが事業完了後も営業を継続で

きるよう、イオン及びその土地・建物

所有者と調整を進めていきます。 
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表 6.1.2(1) 評価書案意見交換会（第２回目）における意見の概要及びこれに対する事業者の見解 

項  目 意見の概要 事業者の見解 

事業計画 私は、千里山で子供食堂の役員をし

ており事業計画地の農園から野菜を提

供してもらっている。今後も継続して

地産地消の野菜を使って、子供食堂の

活動を行っていきたいと思っている。

農園を営んでいる方からは、「土地区

画整理事業のため、事業実施後は、農

園を維持できない。」と聞いている。

この農園を少しでも残してもらいた

い。 

土地区画整理事業は、各地権者の土

地を一旦お預かりして減歩させていた

だき、道路、公園等の基盤を整備し、

その後、元の地権者へお返しする事業

です。今まで農園をされている方が引

き続き農園としての土地利用をされる

かどうかは地権者として決められるこ

とです。 

整備済み区間である豊中岸部線は新

御堂筋から西側が整備されておらず、

また新設される都市計画道路の交差点

部分の北側には自然がある。道路は都

市計画決定されているため、現時点で

その決定を覆すことはできないかもし

れないが、自然を破壊して都市計画道

路を２本も整備する意味が分からな

い。 

豊中岸部線は、吹田市域の西にある

新御堂筋から岸部方面へ接続する東西

の道路、佐井寺片山高浜線は、ニュー

タウンと旧市街地の片山地区を接続す

る南北の道路であり、それぞれ目的が

異なる道路であるため、２路線の整備

が必要と考えています。 

新たに整備する都市計画道路は、昔

からある事業計画地外の区画道路等に

接続すると思うが、この都市計画道路

と接続する区画道路については整備さ

れないのか。 

事業計画地外の区画道路について

も、道幅を広げる等の整備をしてほし

い。 

事業計画地では、幅員６ｍ程度の区

画道路を整備します。また、幹線道路

である豊中岸部線、佐井寺片山高浜線

に車が集中するように計画していま

す。事業計画地周辺の道路は幅員が狭

いところもありますが、本事業では拡

幅工事を行う予定はありません。狭い

道へ一般交通が流入しないよう計画し

ているため、周辺の道路も現在より安

全になると考えています。 

阪急千里線の跨線橋へ繋がる道が廃

道になるという話だったが、現在、朝

の通勤、通学時には、自転車や歩行者

の利用が多いため、千里山と南千里を

繋ぐ東西の道路整備をお願いしたい。 

跨線橋へ繋がる道路がある箇所に

は、公園を整備します。阪急千里線に

沿って豊中岸部線を横断する自転車歩

行者道を整備し、動線を確保したいと

考えております。 

佐井寺地区と千里山地区の周辺は標

高差があり、過去に、上の川の関係で

関大前において何回か浸水被害があっ

た。本事業で公園の下に貯留槽を造る

との話であったが、事業実施後の浸水

被害の発生について心配している。 

広い範囲で造成工事を行いますの

で、豪雨時に一気に雨水が低い土地へ

流れていくという懸念があることか

ら、道路や公園の地下に基準に基づい

て雨水を溜める施設（調整池）を設置

し、浸水被害が生じないように計画し

ます。 
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表 6.1.2(2) 評価書案意見交換会（第２回目）における意見の概要及びこれに対する事業者の見解 

項  目 意見の概要 事業者の見解 

事業計画 他の意見で、大雨による上の川の浸

水について意見があったが、事業計画

地は、上の川水域に含まれないと思う。

過去に上の川による浸水が発生してい

るが、現在、吹田市下水道部で関大前

に雨水管を入れる浸水対策工事をして

いるので、大丈夫と考えている。 

事業計画地は、排水区が３つに分か

れています。①阪急千里線の西側、②

阪急千里線の東側で豊中岸部線の北

側、③阪急千里線の東側で豊中岸部線

の南側です。③は流末の一部が上の川

に流入しますが、それぞれの排水区に、

調整池を設置します。近年は、長雨よ

りも、短時間の豪雨（ゲリラ豪雨）を

一時的に貯留することが肝要であると

考えています。基準に基づき調整池を

設置し、工事期間中は仮設の調整池を

設置し、適切に対策を行います。昨今

のゲリラ豪雨による被害も考慮し、来

年度、一年間かけて更なる対策の要否

を検討します。 

工事計画 粉じん対策として、工事期間中に散

水をすると説明があったが、周辺の別

の工事では散水が追いついておらず、

土埃が舞い、洗濯物に埃が付き、ベラ

ンダの排水のドレンに砂埃がたまっ

た。この事業でも土砂の移動や排出が

あると思うが、土埃・砂埃についての

対策をお願いしたい。 

本事業では、切土や盛土が多いため、

施工計画において、施工手順や施工箇

所、工事区域を分割して施工する等の

対策を検討します。 

長期間の工事になるため、当該工事

に係る部署は、事業計画地周辺の住民、

車両が通行する近隣の自治会・連合自

治会等、影響のある範囲に情報共有し

てもらい、その時に意見できればいい

と思っている。 

本事業は大規模であり、工事期間が

長期間となることから、工事関連車両

の走行を含む工事スケジュール、安全

対策、環境取組等について、関係する

地元の皆様に随時情報を提供します。 

環境全般 私が住んでいる団地周辺では、ＵＲ

団地の建替工事、マンション工事、フ

ァミリーマート付近の道路工事、千里

小学校の増築工事等が行われており、

平成 22年（2010 年）くらいから 10年

近くの長期間にわたり工事による騒

音、埃、振動に悩まされてきた。 

関電不動産の工事では１日に 10ｔの

生コン車が 100 台くらい出入りした。

本事業も本格的な工事に入ると相当な

台数が予想されるので、騒音や振動を

心配している。 

また、切土工事で発生した残土を盛

土に利用するとはいえ、多くの土砂の

移動があり、埃の問題を心配している。 

環境影響評価の結果としては、全て

の環境要素について評価目標を満足し

ていると説明があったが、本当にそう

なるのか。数字上で大丈夫かもしれな

いが、素人から見たらとても大丈夫と

は思えない。 

工事中の埃については、本事業によ

る造成工事が終わった時点で、法面に

は種子の吹付けを行い、埃の発生をで

きるだけ抑制します。 

騒音・振動については、工事中に事

後調査を実施し、周辺環境への大きな

影響が確認された場合、施工業者への

指導、工事の分散等、対策を講じるこ

ととしています。 

本事業の工事期間は 10 年にわたり

ますが、２路線の都市計画道路の整備

に併せて、災害に強いライフラインを

設置していきますので、ご理解、ご協

力をお願いいたします。 
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表 6.1.2(3) 評価書案意見交換会（第２回目）における意見の概要及びこれに対する事業者の見解 

項  目 意見の概要 事業者の見解 

動物、植物 環境影響評価の結果としては、全て

の環境要素について評価目標を満足し

ていると説明があったが、多くの土砂

の移動等、工事による自然への負荷が

あると思う。事業計画地の緑地に実際

に入り見たが、自然環境への影響がな

いとは思えない。 

工事による自然への負荷は避けられ

ない面があり、自然環境への影響がな

いとは考えておりません。一方で、緑

の回復育成を図ること等により、生態

系や動植物の生息・生育環境に及ぼす

影響を可能な限り低減することとして

います。 

事業計画地内には、貴重な植物や樹

木が多くあるようだが、工事期間中に

移植、事業実施後に事業計画地内で保

全すると説明があったが、本当に可能

なのか。植生は前の状態で保全するの

は大変難しいものであると心配してい

る。 

事業計画地は起伏があるため、造成

工事が必要です。工事に際して樹木の

伐採が必要となりますが、事業計画地

に整備する都市計画道路内や公園・緑

地に樹木を植栽する計画としていま

す。 

現地調査により確認された重要な種

については、工事前に事業計画地外の

生育地へ移植します。事業計画地内の

生態系は、工事の実施により変化する

と考えられるものの、土地利用計画に

おいて、生態系に配慮して緑の回復育

成を図り、都市計画道路の植樹帯の整

備により生息・生育環境の連続性を確

保していきます。 

緑 化 緑被率の目標は 28％とあったが、自

然環境に配慮した優しいまちづくりの

観点から、緑被率をもっと上げてもら

いたい。 

本事業は土地区画整理事業であるた

め、公共用地以外の将来の土地利用は

地権者が決定するため、建物敷地の緑

化推進へ向けた協議の実施、開発の誘

導を行うこと等により、緑被率が高く

なるよう努めます。 

その他の意見 本事業が完了し都市計画道路が開通

し、都市機能が整備されると、固定資

産税が上がるのか。 

事業者は固定資産税の所管部局でな

いため、将来の固定資産税について回

答できません。一般的には、都市計画

道路ができて街並みが整備されると、

土地の評価額である固定資産税評価額

は土地、建物ともに変化します。 

現在、児童数が増加しているのにも

関わらず、増加後に後追いで小学校が

増築されている。本事業の実施により

人口が増加すると予測されているが、

人口増への対応が後追いにならないよ

う、吹田市の各部局が連携して対応を

進めてもらいたい。 

吹田市では、連絡調整会議を設けて

おり、関係部署に対して、「本事業を

実施し、まちづくりを行うに当たって、

対応が必要なものがあれば検討してく

ださい。」と伝えています。 

ご指摘の事項についても、この連絡

調整会議で対応したいと考えていま

す。 
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表 6.1.2(4) 評価書案意見交換会（第２回目）における意見の概要及びこれに対する事業者の見解 

項  目 意見の概要 事業者の見解 

その他の意見 千里山の駅前再整備をするにあたっ

て、2000 年を過ぎたころから、まちづ

くり懇談会、まちづくり報告会があり、

住民と吹田市、当事者の方との意見交

換が活発に行われた。そういう場が住

民参加の街づくりに貢献していると考

えており、本事業についても、本日の

ような意見交換の場を定期的に設けて

いただきたい。 

千里山駅周辺整備事業では、ＵＲ団

地の建て替え、都市計画道路千里山佐

井寺線の築造に当たり、住民の方々と

協議しながら事業を進めてきました。 

一方、土地区画整理事業では、地権

者の土地を預り進めていく事業となり

ますので、地権者の代表者と区画整理

審議会を設け、その中で地権者の方々

の意見を聞くという事業手法になりま

す。そのため、ご指摘のあった駅前再

整備事業のように、まちづくり懇談会、

まちづくり報告会を開催する計画はあ

りません。なお、事業の進捗状況につ

いては、まちづくり通信等で定期的に

情報を発信します。また、工事につい

ては、周辺の方々に様々なご迷惑をお

かけすることを十分認識していますの

で、工事開始時期が近付いた時点で事

前に工事説明を行う等により、情報を

発信します。 
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７．評価書案についての意見書の概要及びこれに対する事業者の見解 

「佐井寺西土地区画整理事業に係る環境影響評価書案」については、「吹田市環境まちづくり影

響評価条例」第１４条第１項の規定に基づく環境の保全及び良好な環境の創造の見地からの意見を

有する者からの意見書（以下「評価書案意見書」という。）が、令和２年（2020 年）９月 30日～令

和２年（2020 年）11月 14 日の期間に９通提出されている。 

評価書案についての意見書の概要とこれに対する事業者の見解は、表 7.1.1 に示すとおりである。 

表 7.1.1(1) 評価書案についての意見書の概要及びこれに対する事業者の見解 

項  目 意見書の概要 事業者の見解 

事業計画 環境と換地設計・計画等についての意

見でございます。 

街区設計や換地計画が完全には確定

されておらず、まだ多少なりとも変更の

可能性があるのであれば、お聞き届けい

ただきたく存じます。 

もし可能でしたら、下記のようなこと

を考慮した、事業計画案の策定はできな

いのでしょうか。環境への影響を軽減し

ながら事業費にも影響与えず吹田市と

して全国に誇れるモニュメントとして

の事業案を策定していただければと思

います。 

(1)説明会終了後、区画整理の方からご

説明いただき、道路買収後、民間の

開発に任せた場合、段差の連続性が

上手く行かず、区画整理にてその問

題を解消する意図であるということ

がよく分かりました。 

一般的な人口減少傾向に反して吹田

市の人口は増えていることも伺いま

した。そして 10年後事業が完成する

頃の人口動向も見据える事業である

ことを願います。      【1-1】 

本事業の将来像（イメージ）は、環境影

響評価書案の pp.3-23～3-24 に示すとおり

であり、環境への影響の軽減に配慮しつつ、

良好な居住空間の創出を実現させる事業計

画を策定しました。 

本事業による土地区画整理事業の整備後

に「まちづくり」が実施されることになり

ますが、その「まちづくり」の完了時点に

おける計画人口は、約 2,300 人と想定して

います。人口の増加による交通渋滞の発生

については、環境影響評価書案の「12.17.3 

施設の供用に伴う影響の予測・評価」に記

載のとおり、周辺地域の交通に著しい影響

を及ぼさないと予測しています。こども園、

小学校の不足問題など、人口増加に伴う課

題については、今後、吹田市の関係部署が

参加する連絡調整会議において、必要な対

策を検討していきます。 

(2)願わくば、阪急にかかる跨線橋付近

の現在の竹林や樹木について、たと

え一部でも、復元ではなく、現況の

ままの自然をのこすことができない

かと思います。       【1-2】 

事業計画地は起伏があるため、造成工事

が必要です。工事に際して樹木の伐採が必

要となりますが、事業計画地に整備する都

市計画道路の沿道や公園・緑地に樹木を植

栽する計画としています。公園や緑地に使

用する樹種は、動植物調査結果や隣接する

既存の緑地に生育する樹種を参考に検討

し、里山環境の復元や生物の生息・生育環

境の創出を目指します。 

なお、公園や緑地以外の土地利用は、換

地処分後、各地権者のご意向により決まり

ます。 

（注）意見の概要内の【 】内の数字は、受付番号-意見№を示す。 
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表 7.1.1(2) 評価書案についての意見書の概要及びこれに対する事業者の見解 

項  目 意見書の概要 事業者の見解 

事業計画 事業区域内の電鉄近辺一帯の「緑地ゾ
ーン」は、歴史社会、環境的に、1000 年
の歴史を有する佐井寺、大正年間の田園
都市の先駆としての千里山、そして昭和
のニュータウンという時代をリードす
る「地域・伝統・環境的な住まい・暮ら
し文化」の「結節点」としての重要な意
義を有してきた。これらの重要性にも留
意され、今後の緑地環境ゾーンの整備を
図られたい。         【２】 

事業計画の策定に当たっては、環境影響
評価書案の pp.3-3～3-5 に記載のとおり、
事業計画地が抱える問題点を踏まえ、整備
課題を整理し、事業計画地のまちづくりの
基本方針を策定しました。 
本事業の将来像（イメージ）は、環境影

響評価書案の pp.3-23～3-24 に示すとおり
であり、環境への影響を低減しつつ、良好
な居住空間の創出を実現させる計画として
います。また、本事業では、以下のとおり
緑化を推進する計画です。 
・事業計画地に隣接する緑地等と連続させ
てみどりを配置する等により良好な景観
や生物の生息空間の形成に努めます。 

・都市計画道路においては雨水貯留浸透機
能を備えた植樹帯や雨庭を設けて街路樹
植栽を行います。 

・建物敷地の緑化推進へ向けた協議の実施、
開発の誘導を行います。 

（意見書提出の方がお住いの）マンシ
ョンでは、減歩に際して公園はそのまま
存続し、駐輪場が無くなることになると
お聞きしていますが、当方ではこれに伴
う代替地の確保が必要になりますが、仮
換地の用地としてどのようにお考えで
しょうか。          【3-1】 

自転車駐車場については、換地等により
機能保全が図られるように検討します。 
換地設計等が具体的になりましたら、個

別にご説明する場を設けて、ご意向を伺い
ながら進めていきます。 

令和３年着工に至るに際して工事に
かかる協定を結ぶことになると思いま
すが、 
(1)期間中における日常生活（通園通学

を含む）の安全確保、騒音振動につ
いての対策はどのようになっていま
すか？           【3-2】 

工事の実施に当たっては、交通安全を確
保するため、以下の環境取組を実施します。 
・工事関連車両の運転者に規制速度を遵守
する等の安全教育を徹底し、歩行者、自
転車や一般交通の安全を確保します。 

・児童や生徒が安全に登下校できるよう、
交通整理員の配置等、工事区域周辺の交
通安全に配慮します。 

・工事説明会を開催し、工事関連車両の走
行ルート、時間帯及び交通安全の確保に
ついて、説明を行います。 
また、騒音・振動対策として、以下の環

境取組を実施します。 
・万能塀を設置して、工事騒音の低減を図
ります。 

・住居に近接して工事を行う場合、騒音・
振動の発生が小さい小型の建設機械を使
用します。 

・国土交通省指定の低騒音・低振動型の建
設機械を使用します。 

・騒音の発生を低減するために、アイドリ
ング及び空ぶかしを抑制します。 

・工事規模に応じた効率的な工事計画を立
案し、稼働台数を抑制します。 

・一時的に集中して稼働しないよう、工事
の平準化を図ります。 

（注）意見の概要内の【 】内の数字は、受付番号-意見№を示す。 
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表 7.1.1(3) 評価書案についての意見書の概要及びこれに対する事業者の見解 

項  目 意見書の概要 事業者の見解 

事業計画 (2)工事期間中、影響を受ける駐車場など

の設備インフラ確保に関する協力は、

どの程度お考えでしょうか。  【3-3】 

安心・安全に日常生活を送っていただ

けるよう対応していきます。 

(3)工事完成後における区分所有者の持ち

分減少に伴う登記申請の費用負担は助

成してもらえるのでしょうか。質問懸

念内容が重複しますが、 

・自転車、単車置き場などの確保。 

・工事期間中の住民の安全確保。 

・工事期間が長く、居住者の健康面で

の不安。 

・ため池や農地との境界線の把握。 

・サッカーグラウンドなどの開発工事

で出る騒音、振動、砂塵やダンプな

どの運搬搬出ルート。 

・グラウンド部分などの工事日程。 

・広域避難所が現在サッカーグラウン

ドになっているが、今後のこと。 

等、現在不安面が多々あります。また

工事が開始されてから新たに発生する

不安点も出てくると思われます。少し

でもくみ取って対応頂けますようよろ

しくお願い致します。     【3-4】 

換地処分時の登記の申請は吹田市が行

い、その費用は吹田市が負担します。 

工事期間中は、周辺住民に様々なご不

安とご迷惑をおかけすることと思いま

す。工事中の安全確保については、工事

着手前に具体的にご説明する場を設ける

予定です。周辺住民の方々に対して、工

事日程や工事内容を事前に説明します。 

また、工事に当たっては、環境取組と

して、国土交通省指定の環境対策型の建

設機械の使用、万能塀の設置を行います。

これらの環境取組を行うことにより、大

気汚染、騒音、振動の影響は可能な限り

低減されると考えます。 

しかし、住居に近接して工事を行う場

合は一時的に工事影響が大きくなること

もあると思いますので、工事中は、大阪

学院大学のグラウンドでの工事を含む主

な工事区域の近傍や工事関連車両の走行

ルート沿道で事後調査を実施し、環境へ

の影響が大きい場合は施工業者に対して

指導を行うなど、追加の措置も含めた適

切な環境保全対策を行い、住民の方々の

生活環境の保全に努めます。 

 「雨庭」を設けるとの回答は、洪水緩和、

水質浄化、生物多様性保全の見地から評価

しますが、整備するのが千里中央線と豊中

岸部線の交差部一箇所だけでは不十分と

考えます。現在の森林とため池が果たして

いる洪水緩和、水質浄化、生物多様性保全

の機能に対する評価が不十分のため、「雨

庭」でこれらの機能がどれだけ代替できる

のかが不明です。        【4-1】 

「雨庭」として面的に整備するのは千

里中央線と豊中岸部線の交差部１箇所だ

けの計画ですが、都市計画道路（豊中岸

部線、佐井寺片山高浜線）の植樹帯は、

グリーンインフラ（雨庭と同様の雨水貯

留浸透機能を備えた基盤）として整備す

る計画です。 

豊中岸部線に自転車通行空間を設ける

としたことは評価しますが、幅員はせめて

佐井寺片山高浜線と同じく 1.5ｍとすべ

きだと考えます。そのためにも、ガソリン

自動車を前提とした現行プランを、小型電

気自動車など次世代自動車と電動自転車

の普及を推進するプランにすべきだと考

えます。            【4-2】 

確定しているのは、都市計画道路の総

幅員及び車線数のみであり、植樹帯、歩

道、自転車通行空間等の幅員構成につい

ては、今後、事業者が大阪府及び大阪府

警察本部と協議を行って決定します。 

 

「基本方針」には「再生可能エネルギー

の活用による社会基盤整備を推進」すると

あるので、太陽光発電による充電ステーシ

ョンの設置もプランに入れるべきだと考

えます。            【4-3】 

本事業では、再生可能エネルギーの活

用として、公園等にソーラー式ＬＥＤ照

明を設置する計画です。太陽光発電によ

る充電ステーションの設置は、計画して

いません。 

（注）意見の概要内の【 】内の数字は、受付番号-意見№を示す。 
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表 7.1.1(4) 評価書案についての意見書の概要及びこれに対する事業者の見解 

項  目 意見書の概要 事業者の見解 

事業計画 多くの税金を投入し、長い時間をかける

都市計画道路の建設は、時代が要請する脱

炭素社会の実現に直結するものであるべ

きです。            【4-4】 

都市計画道路を整備することにより交

通ネットワークが構築され、自動車の移

動距離、移動時間が短縮されるため、ガ

ソリン等の燃料使用量が減ることで CO2
排出量の削減が見込まれます。都市計画

道路の整備は、低炭素社会に寄与するも

のと考えます。 

 この事業計画地は市が認めているとお

り、大部分が市街化された吹田市の中では

比較的まとまった緑地が存在している地

域であり、落葉広葉樹が混生する竹林、た

め池を備えた農地等里山的な景観を有す

る私有地が複数存在しています。この土地

の高低差によって生まれた良好な自然の

保全、都市型農業の維持こそが持続可能な

社会に向けて求められるべきではないで

しょうか。わざわざ土地を削り取って自然

を損なうことは税金の無駄使いです。 

【5-1】 

本事業は、吹田市第３次総合計画や吹

田市都市計画マスタープランによる事業

計画地の広域的位置付けを踏まえるとと

もに、事業計画地におけるまちづくりの

計画テーマである「ヒトとヒトが交流す

る新たなにぎわいステージを演出し、多

様な世代が安心して暮らせるまち」を実

現することを目的として行うものです。 

環境影響評価書案の p.2-2 に示すとお

り、吹田市第３次環境基本計画の基本理

念の一つには「安全で健康かつ快適な生

活を営むことができる良好な環境を確保

する」ことがあります。そのため、自然

との共生を図り持続可能な社会を形成す

ることと併せて、快適な都市環境の創造

を図るという視点も必要と考えていま

す。 

（注）意見の概要内の【 】内の数字は、受付番号-意見№を示す。 
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表 7.1.1(5) 評価書案についての意見書の概要及びこれに対する事業者の見解 

項  目 意見書の概要 事業者の見解 

事業計画 事業計画により地域の緑被率が 36.6％

から 14.2％に下がり、貴重な動植物や生

息地が消失し、復元といっても換地すれば

自然の破壊につながります。かつての千里

丘丘陵や垂水神社隣接の開発をみれば一

目瞭然であり、同じ轍を踏むのは時代に逆

行します。宅地の乱開発を止め、地権者に

寄り添い限りある資源を有効に使うべき

です。避難地として位置づけられたグラウ

ンドをそのまま使えるようにするのも

も有効な手段です。 

以上のことから事業計画の見直しを求

めます。            【5-2】 

事業計画地及びその周辺は起伏がある

ため、宅地開発が進んでいない地域でし

た。しかし現在、事業計画地の周辺では、

民間事業者による宅地開発が行われてい

ます。それに伴い、事業計画地において

も民間事業者による土地の買取りが進め

られています。大阪学院大学のグラウン

ドは、民間の開発会社が所有しており、

今後は宅地となる予定です。 

事業計画地は、環境影響評価書案の表

3.3.1（p.3-4）に示すとおり、道路・交

通、土地利用、都市基盤、防災面で、多

くの問題点を抱えています。これらの問

題点に対する整備課題は、環境影響評価

書案の表 3.3.2（p.3-5）に示すとおりで

すが、民間事業者では解決できない課題

です。 

また、事業計画地及びその周辺は起伏

があるため、佐井寺片山高浜線及び豊中

岸部線の未整備区間の整備に当たって

は、沿道の現況地盤と道路計画高との高

低差を解消し、沿道宅地の有効利用が図

られるような事業手法を検討しました。

その結果、土地区画整理事業という手法

を採用することになりました。 

 計画人口を 740 人から 2300 人まで増や

す計画は、環境影響評価書案で環境影響の

低減が可能と評価分析をしていますが、都

市計画道路を２本通すために、広大な自然

環境の豊かな予定地の斜面を切り崩すの

は、途方もない甚大な土砂残土を発生させ

るもので、環境への著しい負荷を与えるこ

とは容易に想像されます。人口３倍化に向

けたインフラ整備の工事が環境影響評価

書案で環境への影響を低減できるとする

分析・評価は少し安易な感が否めません。 

【6-1】

事業計画地は起伏があるため、造成工

事が必要であり、建設機械の稼働や残土

を搬出する工事関連車両の走行などによ

る影響が考えられます。 

工事中の環境への影響については、環

境影響評価で一般的に採用されている予

測精度の高い手法を用いています。また、

環境への影響を可能な限り低減するため

の環境取組の実施を前提に、予測・評価

を実施しています。 

工事中は、環境影響評価書案に記載し

た環境取組の実施状況や環境影響につい

て、事後調査を実施します。 

（注）意見の概要内の【 】内の数字は、受付番号-意見№を示す。 
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表 7.1.1(6) 評価書案についての意見書の概要及びこれに対する事業者の見解 

項  目 意見書の概要 事業者の見解 

事業計画 環境負荷への影響を軽視されていると

考えられるのは、２本の都市計画道路の日

当たりの想定交通量だけでなく、事業計画

案の佐井寺片山高浜線の交差点予定地か

ら北側の千里中央線までは標高差のある

も高い地点の土砂を掘り崩すもので、自

然環境への著しい負荷が容易に想定され

ることから、この区間の道路敷設そのもの

の見直しを求めるものです。   【6-2】 

事業計画地は起伏があるため、造成工

事が必要です。工事に際して樹木の伐採

が必要となりますが、事業計画地に整備

する都市計画道路の沿道や公園・緑地に

樹木を植栽する計画としています。公園

や緑地に使用する樹種は、動植物調査結

果や隣接する既存の緑地に生育する樹種

を参考に検討し、里山環境の復元や生物

の生息・生育環境の創出を目指します。 

なお、公園や緑地以外の土地利用は、

換地処分後、各地権者のご意向により決

まります。 

事業終了後に２本の都市計画道路の交

通量に、接続される千里中央線の既定の交

通量が上乗せされることにより、西端の新

御堂筋も豊中側への西行道路計画がなく

なり、新御堂筋南北の朝夕の大渋滞にさら

に拍車をかけ、深刻な大気汚染につながる

ものです。           【6-3】 

供用後の計画交通量は、平成 22年度道

路交通センサスベースの平成42年将来OD

表と 新の道路ネットワークに基づいて

推計された令和 12年（2030 年）の交通量

です。供用後の千里中央線の計画交通量

は、南千里駅前交差点の南側区間で

17,200 台／日、千里山西６丁目南交差点

の西側区間（豊中岸部線）で 21,800 台／

日と推計されています。これらの交通量

で予測した大気汚染の予測結果は環境基

準及び吹田市の目標値を満足しており、

また、南千里駅前交差点の交通流は円滑

に処理できると予測しています。 
事業計画地内の貸農園の利用者です。こ

の農園を含む周辺の貴重な自然には、広葉

樹や竹林、ため池もあり、希少な動植物が

生息し、又季節毎の多様な昆虫もいます。

その源は、この農園の「無農薬農法」によ

る安心安全な環境や食を大切にするこだ

わりの中で、長年培われてきているもので

す 

希少な植物等も、整備した後の移植や公

園や街路樹としての緑地の中で自生でき

るものではないと思います。農園利用者に

とっても、この貴重な自然が残る一画が壊

されることは、仲間と共に心身両面での健

康づくりをめざす日々の生活環境の破壊

につながります。 

自然や人への影響が 小限にとどめら

れるよう、土地区画整理にあたり、場所や

範囲等見直し検討を求めます。   【７】 

現況の田畑、山林等は、各地権者が所

有しており、一部は既に民間開発事業者

に売却され、開発予定地となっている箇

所もあります。 

本事業では、区域内に公共施設として

の緑地、公園等を確保します。公共用地

以外の事業後の土地利用は、地権者の意

向により決まりますが、田畑、山林等の

継続を希望される際には、可能な限り換

地計画において対応します。 

なお、田畑、山林をやめ、宅地として

の土地利用を希望される場合は、「吹田

市開発事業の手続き等に関する条例」等

に基づき、緑の確保を誘導します。 

（注）意見の概要内の【 】内の数字は、受付番号-意見№を示す。 
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表 7.1.1(7) 評価書案についての意見書の概要及びこれに対する事業者の見解 

項  目 意見書の概要 事業者の見解 

事業計画 本事業が市の第３次環境基本計画の基

本理念に則しているのか。（環境影響評価

書案の要約書 p.1）        【8-1】 

環境影響評価書案の p.2-2 に示すとお

り、吹田市第３次環境基本計画の基本理

念の一つには「安全で健康かつ快適な生

活を営むことができる良好な環境を確保

する」ことがあり、具体的には、「身近

な環境の保全に取り組む」、「自然との

共生を図る」、「快適な都市環境の創造

を図る」とあります。 

本事業は、吹田市第４次総合計画や吹

田市都市計画マスタープランによる事業

計画地の広域的位置付けを踏まえるとと

もに、事業計画地におけるまちづくりの

計画テーマである「ヒトとヒトが交流す

る新たなにぎわいステージを演出し、多

様な世代が安心して暮らせるまち」を実

現することを目的として行うものです。 

本事業の将来像（イメージ）は、環境

影響評価書案 pp.3-23～3-24 に示したと

おりであり、街区の整備、緑地・公園等

の整備、都市計画道路の整備を行うこと

により、良好な居住空間が創出されるも

のと考えています。 

事業の実施に当たっては、環境の保全

及び良好な環境の創造のため、環境影響

評価書案に記載した環境取組を実施し、

環境への影響を可能な限り低減させま

す。 

事業の種類は「開発行為」であり、(同

要約書 p.3)「開発」で環境の保全及び良

好な環境の創造ができるのか。  【8-2】 

「豊中岸部線」については、まずは岸部

地域の整備が先なのではないか。(同要約

書 p.4)            【8-3】 

都市計画道路豊中岸部線は、大阪府都

市整備中期計画で「道路交通マスタープ

ラン、公共交通戦略などを踏まえ、道路

整備の重点化を図る。」と位置づけられ

ており、引き続き、事業実施中区間の進

捗を見ながら、整備の優先性を判定し、

順次、整備を行うものとされています。 

本事業で整備する区間は、市施行で整

備するものですが、名神高速道路から東

の未整備区間については、大阪府が整備

する区間です。 

豊中岸部線は、本市においても、市域

の中央を東西に結ぶ主要幹線道路である

ことから優先性を高めて着手するもので

すが、大阪府に対して未整備区間の早期

の着手・完成を強く要望しています。 

（注）意見の概要内の【 】内の数字は、受付番号-意見№を示す。 
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表 7.1.1(8) 評価書案についての意見書の概要及びこれに対する事業者の見解 

項  目 意見書の概要 事業者の見解 

事業計画 人口増加を図る事業計画自体が時代遅

れの感がある。（同要約書 p.5）   【8-4】 

「吹田市第４次総合計画」では、「当

面の間人口が増加する見込みであり、高

度成長期に集中的に整備された道路、上

下水道などの公共施設の老朽化対策がピ

ークを迎えようとしていることから、ま

ちの魅力の維持・向上を図りながら、多

様化・複雑化している市民ニーズや超高

齢社会の課題などにも柔軟に対応し、市

民の暮らしを支えていかなければならな

い」と謳っております。 

本事業は、今後の市の動向を考えると、

必要な事業であると考えています。 

 土地利用計画（同要約書 p.5）及び交通

計画（同要約書 p.11）の数値に現在の地

域ごとの数値との比較がほしい。私有地の

緑地面積も含めた数値があればなお良い

のでは（同要約書 p.22）。 

同要約書のp.75の表29にe-4交差点の

予測数値もほしい。      【8-5】 

環境影響評価書案の要約書では、現況

の土地利用の内訳を記載していません

が、環境影響評価書案の p.3-6 に、土地

利用（現況及び計画）の表を掲載してい

ます。なお、事業完成後の土地利用は、

各地権者の意向で決まりますので、現時

点で確定しているのは、公共用地（道路、

公園・遊園、緑地）の面積のみです。 

都市計画道路の計画交通量と現況の交

通量は、以下のとおりです。 
（単位：台／日） 

道路名 現況交通量 計画交通量 

佐井寺片山

高浜線 
6,933 12,600 

豊中岸部線 5,537 18,600 

 

環境影響評価書案の要約書の表 29 で

は、現況の交差点交通量と供用開始後の

交差点交通量を比較しています。e-4 地点

は事業実施後に新たに整備される交差点

のため、現況の交通量がありません。 

なお、交差点を構成する２つの都市計

画道路を通過する現況交通量と計画交通

量については、上記に示した表のとおり

です。 

（注）意見の概要内の【 】内の数字は、受付番号-意見№を示す。 
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表 7.1.1(9) 評価書案についての意見書の概要及びこれに対する事業者の見解 

項  目 意見書の概要 事業者の見解 

事業計画 「みどりを継承する、みどりを生み出

す、市民参画・協働によりみどりを進める」

という市の基本方針の方向性と、＜本事業

の環境に対する取組方針＞の方向性が同

じ方向を向いているとは思えない。(同要

約書 p.13) 

例えば、緑被割合が 54％から 6.3％ (同

要約書 p.64)          【8-6】 

環境影響評価書案の p.4-1 に示すとお

り、「環境に対する取組方針」には、「市

街地の貴重なみどりを継承するととも

に、新たな街路樹や公園・遊園及び緑地

の配置によりみどりの連続性を確保す

る。」と合わせて、「良好な都市景観の

向上と安全性・快適性を確保するまちづ

くりを推進する。」があります。 

本事業の将来像（イメージ）は、環境

影響評価書案 pp.3-23～3-24 に示したと

おりであり、街区の整備、緑地・公園等

の整備、都市計画道路の整備を行うこと

により、良好な居住空間が創出されるも

のと考えています。 

本事業の実施に当たっては、造成工事

が必要であり、工事に際して樹木の伐採

が必要となります。工事の実施、土地利

用及び地形の変化、緑の回復育成及び都

市計画道路（平面・掘割構造）の整備に

よる生態系への影響を可能な限り低減す

るために、環境影響評価書案 p.12-230 の

表 12.12.8 の「評価目標」に基づいて、

環境取組を検討しました。その検討結果

は、環境影響評価書案の p.12-230 に記載

したとおりです。 

現況の緑被割合 54％は、私有地を含む

割合です。6.3％は、本事業の実施により

整備される事業計画地の公共用地におけ

る緑被の割合であり、事業計画地全体の

緑被の割合ではありません。 

（注）意見の概要内の【 】内の数字は、受付番号-意見№を示す。 
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表 7.1.1(10) 評価書案についての意見書の概要及びこれに対する事業者の見解 

項  目 意見書の概要 事業者の見解 

事業計画 私は二本の道路の交差する予定地にあ

ります貸農園を申しこんでいる者です。２

年前より千里山こども食堂「ぼのぼ～の」

にも新鮮で安全な無農薬野菜を提供して

下さり、地域のこどもさんやお母さん方に

よろこんでいただいています。その畑を切

りきざみ、海抜 80ｍを超える傾斜地を削

り、緑の森をなくして広い道路を２本通し

ても「そんなに環境は悪くならない」との

説明だったそうですが、とんでもない変り

様だと思います。いかがでしょうか？ 

【9-1】

現況の田畑、山林等は、各地権者が所

有しており、一部は既に民間開発事業者

に売却され、開発予定地となっている箇

所もあります。 

本事業では、区域内に公共施設として

の緑地、公園等を確保します。公共用地

以外の事業後の土地利用は、地権者の意

向により決まりますが、田畑、山林等の

継続を希望される際には、可能な限り換

地計画において対応します。 

なお、田畑、山林をやめ、宅地として

の土地利用を希望される場合は、「吹田

市開発事業の手続き等に関する条例」等

に基づき、緑の確保を誘導します。 

貴重な植物のぶどうはぜの木も日本白

たんぽぽも移植で大丈夫なのでしょうか。

畑作りをしながら心配しています。【9-2】 

ブドウハゼは、和名「ハゼノキ」の品

種名です。ハゼノキは、吹田市及び大阪

府においては重要な種及び個体としての

指定等はありませんので、移植の対象種

ではありません。なお、和歌山県紀美野

町に生育するブドウハゼの「原木」は、

文化的に重要な個体として（種としてで

はありません）和歌山県の天然記念物に

指定されています。 

ご指摘の日本白たんぽぽとは、種名が

カンサイタンポポ又はシロバナタンポポ

等の日本のタンポポのことを指すものと

思いますが、いずれの種も吹田市及び大

阪府においては重要な種及び個体として

の指定等はありませんので、移植の対象

種ではありません。 

何が何でも開発ありきの市政、学院大の

グラウンドは緊急避難場所だというのに

高層マンションがたつとか、市民の命は大

丈夫？なのでしょうか。日々暮らしている

住民の声や意見に寄りそい、まちづくりが

されることを強く願います。よろしくお願

いいたします。         【9-3】 

災害時の避難場所は、事業計画地周辺

に佐井寺小学校、佐井寺地区公民館、南

千里地区公民館および千里市民センター

があります。本事業により都市計画道路

を整備することで、それらのアクセスを

確保するものです。 

ご意見の大阪学院大学グラウンドは、

現在、地震等の緊急時に一時的に避難す

る「指定緊急避難場所（一時的）」に指

定されておりますが、民間での売買がな

され、継続は難しくなっています。将来

は、グラウンド機能がなくなる時点で指

定解除となります。その後、代替場所は

設けないことを確認していますので、お

近くの別の緊急避難場所のご利用をご検

討ください。 

（注）意見の概要内の【 】内の数字は、受付番号-意見№を示す。 

 




